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平成２１年度第２回千葉市入札適正化・苦情検討委員会 
 
１ 日   時  平成２２年２月１５日（月）午後１時００分 ～ 午後２時５０分 
２ 場   所  工事入札室（本庁舎５階） 
３ 出 席 者  （委 員）鵜澤委員長、大迫委員、篠委員、中曽根委員、本橋委員 

（５０音順） 
（事務局）山本財政局長、渡部財政部長、森契約課長、黒須検査課主幹、 

永嶋契約課主幹、米華契約課課長補佐、東端契約第一係長、 
豊田契約第二係長、鈴木契約課主任主事、小澤契約課主任主事、 
本間契約課主任技師、橋本契約課主事 

 
４ 議   題  各入札方式における契約手続の審議 
 
５ 報 告 事 項  入札・契約制度について 

指名停止状況について 
 
６ 議事の概要 （１）議事録署名人について 

（２）入札・契約制度について 
（３）抽出議案の審議について 
（４）報告事項について 

 
７ 会議経過（発言の要約） 
 

午後１時００分開会 
 

（１）議事録署名人について 

 
鵜澤委員長の推薦により、篠委員と本橋委員に決定 

 
（２）入札・契約制度について 

 
○鵜澤委員長  事務局から、入札・契約制度について、報告をお願いします。 
 
○永嶋契約課主幹 （入札・契約制度について報告） 
 
（３）抽出事案の審議について 

 
案件１ 制限付一般競争入札「大木戸町４３号線外１舗装改良工事」 
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案件２ 制限付一般競争入札「下水道排水施設工事（小仲台２１－１工区）」 
案件３ 制限付一般競争入札「平山町２７号線外１道路改良工事」 
案件４ 指 名 競 争 入 札「千葉市消防団第１３分団２部器具置場改築さく井外工事」 
案件５ 随  意  契  約「新港横戸町線２工区副道外整備工事」 

 
○鵜澤委員長  それでは、審議に入らせていただきます。初めに今回の案件の抽出者で

あります中曽根委員より、各案件の抽出理由の説明をお願いします。 
 
○中曽根委員  制限付一般競争入札から３件、指名競争入札、随意契約から各１件を抽

出しました。それぞれの抽出理由について、案件１では、価格失格基準該

当者がいるほか、低入札価格調査の結果、落札候補者が失格となり、調査

基準価格以上の価格で応札した者が落札した案件であるためです。案件２

では、総合評価落札方式の標準型により執行していますが、最低価格者以

外が落札した案件であるためです。案件３では、辞退者が多く、落札率が

高い案件であるためです。案件４は、元々制限付一般競争入札により執行

した案件ですが、参加者が無く不調となったため、指名競争入札で執行し

た案件であるためです。案件５では、一回の見積で決定しており、落札率

も高かったためです。 
 
○鵜澤委員長  それでは、案件１から３の制限付一般競争入札について説明をお願いしま

す。 
 
○米華契約課補佐 （案件１から３についての発注経過を説明） 
 

質疑・応答 
 
○鵜澤委員長  まずは、案件１についてお願いします。 
 
○中曽根委員  価格失格基準を定めたことにより、昨年まであった意見聴取の機会が無

くなってしまったため、この失格基準額の妥当性について検証する必要が

あるのではないでしょうか。 
 
○森契約課長  低入札調査基準価格を下回る見積を行った業者に対して、調査を行い施

工可能との判断がされた場合に落札となります。ただし、失格基準を下回

った場合には失格としております。この失格基準については、国の基準に

基づき設定しておりますが、その基準の妥当性については、千葉市として

のデータが十分に蓄積されておりませんので、現段階での検証は困難であ

ると考えます。よって今後、蓄積されていくデータから価格と品質のバラ
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ンスについて解析、検証を行っていきたいと思います。 
 
○中曽根委員  低入札価格調査の結果、失格となった業者について失格理由は何ですか。 
 
○森契約課長  提出された書類の内訳書において路盤廃材処分費の項目が未計上であっ

たため、失格となりました。 
 
○中曽根委員  その部分のみの差し替えをさせることはしないのですか。 
 
○森契約課長  一度提出された書類について差し替えは認めておりません。 
 
○篠 委 員  低入札価格調査資料未提出の業者がいますが、未提出の理由を把握して

いますか。 
 
○森契約課長  低入札価格調査の資料提出を求める場合、各業者にその調査順位を知ら

せています。そのため、調査順位が低い業者については、落札する可能性

も低くなってきますので、期限までに資料を提出せずに失格となるケース

が見受けられます。 
 
○篠 委 員  調査順位は知らせざるを得ないのですか。 
 
○森契約課長  入札時に入札参加者は立ち会うことより、全社の入札金額が判明するた

め自ずと順位も判明します。そのため、現状では調査順位を各社にお知ら

せすることとしています。しかし、低入札を抑制するという観点から、調

査順位を知らせない方がよいとの意見もありますので、今後検討していき

たいと考えています。 
 
○大 迫 委 員  国などの大規模工事などでは、予定価格を事前公表することにより、適

正な積算ができていなくても入札に参加できるという現状があるようです。 
 
○本 橋 委 員  低入札価格調査資料を提出しない業者が多く見受けられるが、これは、

入札時に適正な積算を行っているにもかかわらず、作成することが困難な

資料の提出を求めているのか、それとも適正な積算を行っていなくても入

札に参加することができる現行制度の問題なのか、予定価格を事前公表す

ることの是非を含めて検討をしていく必要があるのではないかと思います。 
また、正当な積算により算出した価格で入札した結果、失格基準により

失格となってしまった業者があったならば、千葉市にとって効率的な工事

が行われる機会を逃したかも知れません。しかしながら、そうでない場合
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が大半であると推測される現状においては、品質の低下や下請け業者に対

するしわ寄せなどを考えると、失格基準を設けることは止むを得ないと思

います。 
 
○鵜澤委員長  両委員が言われるように、予定価格が事後公表であった時期では、積算

ができなければ入札に参加することができなかったが、事前公表である現

在は極端に言えば予定価格から推量した金額を各項目に計上することで、

入札が可能になっていると思います。 
 
○本 橋 委 員  本工事は、予定価格が２，４５８万円となっており、総合評価落札方式

は、原則２，０００万円以上に適用するとしていますが、本工事が総合評

価落札方式を採用しなかった理由は何ですか。 
 
○森契約課長  金額面のみで判断すると２，０００万円以上の工事ですので、対象とな

るところでありますが、本工事については工事の内容が舗装の打ち換えの

みの工事であるとともに、施工上の制約や工夫の余地が極めて少ないと判

断されたために、価格のみの競争入札として執行しました。 
今年度は、試行段階であったため例外もありましたが、来年度からは本

格実施を予定しており、金額のみの判断で実施することも検討しています。 
 
○鵜澤委員長  案件１についてはよろしいでしょうか。 

それでは、案件２についてお願いいたします。 
 
○中曽根委員  本案件は総合評価落札方式の標準型で執行されており、各業者に配分さ

れた評価点に大きな差が出ていますが、この評価がどのような形で行われ

ているのか確認をしたいと思います。 
 
○森契約課長  評価点で大きな差が出ている部分の審査につきましては、工期の短縮日

数という具体的な数字を求めると共に、施工計画においてその数字の根拠

を示してもらいました。よって、施工計画の実現性、有効性を確認できな

い場合、短縮日数についても加点対象にならないためこのような結果にな

ったと考えます。 
 
○大 迫 委 員  総合評価の審査は設計担当部署以外の職員が入りチェックをします。ま

た、提案した業者側についても、施工中はその提案内容に拘束されるため、

無理な提案をして高い評価点を得たことによって落札したとしても、提案

したものが履行されなければ業者にもペナルティが課せられます。 
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○本 橋 委 員  最低評価基準である６０点というラインを、業者自ら引き上げたという

ことになりますか。 
 
○森契約課長  今回総合評価で提案した内容に関しては、提案したとおりに履行するこ

とが当然ですので改めて工事成績評点に加算されることにはなりません。

しかしながら、逆に履行できなかった場合にはペナルティが課せられます

ので、ハードルを上げたと捕らえていただいていいと思います。 
 
○中曽根委員  審査を行うときは、何人で行っているのですか。 
 
○森契約課長  所管局の局長、部長各１名と課長級２名の計４名です。評価項目の設定

については、外部の学識経験者の方に審査をお願いしております。 
 
○篠 委 員  この工事は既に竣工していますか。 
 
○森契約課長  まだ、施工中です。 
 
○篠 委 員  では、竣工した際にこの提案内容について履行されているか確認をする

ということですか。 
 
○森契約課長  そうです。 
 
○鵜澤委員長  案件２についてはよろしいでしょうか。 

それでは、案件３についてお願いいたします。 
 
○中曽根委員  この案件については、辞退者が非常に多いのですが、その理由について

どのように考えていますか。 
 
○森契約課長  本案件での辞退者は１０社おりますが、理由を調査した結果、会社の都

合によるものが８社、技術者の確保が困難であるものが２社となっており

ます。公告には工事の概要を掲載していますが、図面等の設計図書は参加

申し込みを行った業者に対してのみ公表していますので、設計図書に基づ

いて施工可能かどうか検討した結果、不可能であると判断した業者が多か

ったと推測されます。 
 
○中曽根委員  応札している業者の価格を見ると、予定価格に近い金額で応札をしてい

ます。案件２のような規模の大きな工事については制限付一般競争入札に

より落札率が下がり、有効性が確認できるところですが、本案件のような



 ６

規模の小さい工事については、落札率が高止まりする傾向にありますか。 
 
○森契約課長  工事の規模と施工条件が影響すると思います。本工事は施工条件が決し

ていいと言えるものでなく、さらに規模も小さいことから、施工費を圧縮

する余地が小さくなってしまうため、このような結果になったと推測され

ます。 
 
○大 迫 委 員  公告には、具体的にどこまで掲載していますか。 
 
○森契約課長  工事名、工事概要等について掲載しています。 
 
○大 迫 委 員  路線名と、この内容の工事概要が分かれば、ある程度積算できる人であ

れば工事に掛かる費用は見積もることができると思います。したがって、

辞退については他の理由があるのではないかと思います。 
 
○森契約課長  来年度、試行的に予定価格を事後公表にする案件を設け、落札率や参加

社数について状況をみながら検証をしていきたいと思います。 
 
○鵜澤委員長  他に質問がありますか。 

無いようでしたら、続きまして案件４の指名競争入札について、事務局

から説明をお願いします。 
 
○米華契約課補佐 （案件４についての発注経過を説明） 
 

質疑・応答 
 
○中曽根委員  本案件は、当初制限付一般競争入札で執行しましたが、参加業者が集ま

らなかったために止むを得ず、指名競争入札にて執行した案件です。この

ような事態を考慮すると制限付一般競争入札の対象金額を拡大し、広く業

者を募るようになった意義について検討する必要があると思います。 
 
○森契約課長  平成２１年１０月１日から制限付一般競争入札の対象金額を従来の１，

０００万円以上から２５０万円超に拡大いたしました。それに伴いまして、

土木工事や舗装工事など、発注件数がある程度見込まれる業種の工事につ

いては、新たな業者が参入するなど参加業者数は増加し競争性が高まって

おります。しかしながら、さく井など年に数件しか発注されない業種の工

事については、受動的な指名競争入札であったときと違い能動的に参加申

請を行う必要があるため、業者が発注に係る公告を見落としているなどに



 ７

より参加者が集まらないといったことも見受けられました。 
本案件については、年度当初に公開している発注予定表において、管工

事として掲載しておりました。しかし、実際に設計をしたところ、さく井

に該当する内容が多かったため、管からさく井に変更して発注しました。

その事も多少影響があったのかも知れません。 
また、制限付一般競争入札において募集を行った結果、不調になった場

合その後の執行方法について、前回本橋委員からお話がありましたので、

判断基準を作成しました。入札不調後、設計内容、資格要件の見直しが可

能か不可能か。可能であれば、再度制限付一般競争入札を行い、不可能で

あれば指名競争入札に切り替えるといった内容になっております。 
 
○本 橋 委 員  従来であれば、発注者側から声を掛けていたわけですから、もっと業者

の目に付くような広報の方法に努める必要があると思います。当然ながら

制限付一般競争入札ですので、発注者側から声を掛けることまでは必要な

いと思います。 
 
○鵜澤委員長  他に質問がありますか。 

無いようでしたら、続きまして案件５の随意契約について、事務局から

説明をお願いします。 
 
○米華契約課補佐 （案件５についての発注経過を説明） 
 

質疑・応答 
 
○中曽根委員  本案件は、随意契約を行っていますが、請負金額２億円に近く、非常に

高いので、そのあたりも含めて検討したいと思います。 
 
○鵜澤委員長  本体工事に対する附帯工事のようですが、それぞれの工事の概要につい

て説明してください。 
 
○森契約課長 （本体工事と本工事の概略について説明） 
 
○本 橋 委 員  関係各所との協議が整っていなかったために本体工事と一体で発注でき

なかったということですが、本体工事の発注時期を遅らせて、一体発注を

することにより、安い金額で施工することが可能だったのではないでしょ

うか。また、どうしても本体工事を早期に発注しなければならなかった理

由は何ですか。 
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○森契約課長  本体工事は、請負金額が７億１，６５２万円で工期は平成２０年６月か

ら平成２２年３月までの継続工事となっております。本体工事の発注時期

をずらす事は、新港横戸町線の供用開始時期を大幅に遅らせてしまことに

なってしまいます。そのため中心的な工事を先行発注し、協議が完了した

段階で、協議に掛かる部分の工事を発注することにより、効率的に工事を

進められると判断されました。その結果施工範囲が大きく重複したため、

随意契約を行ったものです。随意契約により、本工事において工期で約３

か月、経費で約１，４００万円の削減ができました。 
 
○中曽根委員  この場合の関係各所との調整には時間がかかったのですか。 
 
○森契約課長  国道の将来計画に基づく協議や、地元住民の方との協議があったため、

相応の時間を要したようです。 
 
○渡部財政部長  地元住民の方が、穴川方面への本線を利用し易くなるよう交差点付近に

転回路を設けるなど、地元要望について本工事にて対応しております。 
 
○鵜澤委員長  他に質問がありますか。 

無いようでしたら、以上で入札方式別契約手続の審議を終わらせていた

だきます。 
 
（４）報告事項について 
 
○鵜澤委員長  次に事務局から、指名停止状況について、報告をお願いします。 
 
○永嶋契約課主幹 （指名停止状況について報告） 
 

質疑・応答 
 
○鵜澤委員長  報告事項について質問が無いようですので、これで本日の委員会の審議

を終了させていただきます。 
なお、最後になりますが、私ども当委員会の２年間のまとめとして、事

前に各委員と検討しました意見をとりまとめましたので、事務局から読み

上げてください。 
 

○森契約課長  委員会は、この２年間で委員により抽出された案件計１６件の審議を行

ってきたが、内容について特に問題はなかった。 
千葉市は、当委員会の審議内容を充分踏まえたうえで、様々な入札・契
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約制度の改善に積極的に取り組んでおり、当委員会の活動が入札・契約制

度の適正な運営に寄与していることは、大変意義深いものがある。 
しかしながら、現在の厳しい経済状況を反映し公共工事を取り巻く環境

は依然として厳しく、さらに、入札・契約に関する制度は、複雑かつ多様

化しており、制度の透明性や公正性に対する関心はより高まっている。 
また、千葉市においては、一般競争入札の対象範囲を順次拡大し、競争

性や透明性の向上に努めているところであるが、依然として低価格による

入札も多くなっている。 
このような状況に鑑み、今後は、業者の適正な積算の促進及び過度な低

入札競争の抑制等の観点から、予定価格の事後公表を導入し、その効果を

検証すべきである。また、低入札調査基準価格における失格基準について

も、その積算の妥当性、千葉市にとっての効率性の観点から、引き続き検

証すべきである。 
一方、一般競争入札が拡大されているが、入札の参加者数にはばらつき

があり、工事によっては少数での競争となっている案件が見られる。この

ような状況を考慮し、より多くの業者が入札に参加しやすい環境の構築に

ついて検討を要する。あわせて、適切な入札参加資格要件の設定及びその

プロセスの明確化をより一層推進し、競争性の向上と品質の確保に配慮し

ながら、より透明で公正性・競争性の高い入札制度となるよう不断の取り

組みを図られたい。 
 
○鵜沢委員長  意見書は各委員からの検証すべき事項を取り上げました。一つは業者の

適正な積算の促進および低入札抑制の観点から予定価格の事後公表を導入

し、その結果を検証すべきであること。二つ目は制限付一般競争入札拡大

に伴い入札参加資格要件を設定する際、プロセスを明確にし、より透明で

公正、競争性の高い入札とすること。また、失格基準についてその積算の

妥当性、市にとっての効率性の観点から引き続き検証されたい、という内

容です。 
 
○大 迫 委 員  工事によっては少数での競争となっているというのは、千葉市としてど

のように受け止めていますか。 
 
○森契約課長  施工条件が厳しい案件など、利益の幅が少ないと推測される工事や、さ

く井のような特殊な工事については、少数の参加者で執行されていると考

えています。 
 
○大 迫 委 員  利益の幅が少ないというのは理解し難い。決められた積算基準によって

適正に積算されていれば、施工条件を見込んだ諸経費が計上されている筈
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ですので、適正な利益があると考えられます。 
 
○本 橋 委 員  業者の適正な積算の促進及び過度な低入札競争の抑制、とあるように、

市の積算はあくまでも、適正利益を確保できる予定価格であるというのが

市のスタンスであり、その価格に対して受注者側が企業努力により、下げ

ることができる範囲で入札することが、結果として市にとってプラスにな

るのではないでしょうか。 
 
○中曽根委員  制限付一般競争入札の対象範囲を２５０万円超に下げたことにより、金

額の小さい案件になるほど申請者が少ないといったことはありますか。 
 
○森契約課長  工事金額の多寡というより、工事の種類によって変わると思います。例

えば、建築のＢランク業者を対象にした案件や、エレベータ設置工事のよ

うな業者数が限られたものなどは、参加者が少なかったと思います。施工

業者は、制限付一般競争入札の拡大により、工事の内容と金額を吟味して、

得意な工事ややりたい工事を選ぶといった状況が強まったのではないかと

思います。品質の確保と、競争性のバランスを考慮しつつ、入札参加資格

要件を品質の低下に繋がらない範囲でできるだけ緩和し、競争性を高めて

いきたいと考えています。 
 
○大 迫 委 員  公共事業の全体数が減少していることから、品質の確保も重要ですが、

業者に対して適正な利益を生む仕組みが必要だと思います。低入札を行う

ことは、諸経費を削減することになり、新技術に取り組む余力を奪うと思

います。業界全体が地盤沈下しないように適正な利益を生む仕組みが総合

評価ではないかと思います。 
 
○中曽根委員  千葉市独自の基準も考えなければならないと思います。 
 
○大 迫 委 員  公共事業は地場産業ですので、地元ができるだけ入札に参加していくこ

とが重要だと思います。 
 
○本 橋 委 員  それぞれを掘り下げると様々な問題や議論があると思いますが、意見書

は良くまとまっていると思います。 
 
○鵜沢委員長  それでは、当委員会の意見として市長に提出させていただきます。これ

で、審議を終了いたします。 
 
○森契約課長  本日は長時間に亘る慎重なご審議をいただき、まことにありがとうござ
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いました。閉会にあたりまして財政部長の渡部から、挨拶申し上げます。 
 
○渡部財政部長  （挨拶） 
 
 

午後２時５０分閉会 
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